
様式第１号

　いずれかに○印を付け、封筒に入れ学校に提出をしてください。

　就学援助を希望される方は、申請の手引き、記入例を参考に太線枠内を記入してください。

就学援助を １．希望します ２．希望しません

 1  上記住所と同じ　  2  上記住所以外　（住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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１．普通

　年　　月　　日

大平
昭令

　年　　月　　日

大平
昭令

　年　　月　　日

大平
昭令

　年　　月　　日

年 組

4

大平
昭令

　年　　月　　日

大平
昭令

　年　　月　　日

　年　　月　　日

平
令

　年　　月　　日

6

大平
昭令
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　児扶手 満額　／　世帯員（　　　　）人
口座名義

※カタカナで記
入

注意：学校への未納がある場合、学校口座に振込させていただくことがあります。

小・中　学校

◎就学援助費口座振込依頼書（申請者(保護者)の口座のみ受付可能）

　　　　　　　　支店

金融機関コード 店番コード

令和　　　年　　　月　　　日認定

※誤振込防止のため、記載には十分に注意してください。 認定区分 否認定区分

金融機関名 支店名
銀行・信用金庫・農協

7

事務処理欄
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勤務先・学校名（学年）
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氏 　　　　　名 続柄
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小・中　学校 年 組

※どちらかに〇 学年 組

1 小・中　学校

年　齢 学校名
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現住所又は居所
日中の
連絡先

―　　　　　　―

1月1日現在の
住民登録地

※就学援助費制度の「世帯」とは、住民登録上の住所が同じである方全員のことを指します。
※世帯の中で所得のある方全員（高校卒業以上の年齢の方）の所得を合算して判定いたします。
※認定対象者、添付が必要な資料については　裏面　をご確認ください。

　生 　年 　月 　日

・就学援助の受給を下記のとおり申請します。なお、この申請に基づき世帯全員に係る住民基本台帳及び課税資料等の公簿を確認する

　こと及び必要に応じて他の地方公共団体に対し、就学援助費の支給等に係る情報を提供すること又は求めることを同意いたします。　　　　　　　　

・認定を受けた場合、学校長を私の代理人として、この就学援助の受領・返納等にかかる一切の権限（事務）を委任し、学校へ納付すべ　　　　　　　

　き児童生徒の学用品等や給食費に延滞が生じている場合には支給された就学援助費を充当することを承諾します。

申請年月日 フリガナ
申請者（保護者）

氏名

フリガナ
児童生徒

氏名
令和　　　年　　　月　　　日

三郷市長あて 就学援助費受給申請書（兼委任状・承諾書・認定台帳）

 　 　　就　学　援　助　費　受　給　希　望　調　書

三郷市立　　　　　　学校　　　学年　　組 児童生徒氏名 保護者氏名

※希望されない方は、申請書の記入は必要ありません。

整理番号



■可能な場合は、ここに通帳のコピーを添付してください。
※振込可能な通帳は、申請者（保護者）のものに限ります。
※兄弟姉妹で振込先を変えることはできません。同一の口座をご指定ください。
※インターネットバンキング等で通帳がない場合は、キャッシュカードのコピーを添付してください。
※学校への未納がある場合は、学校の口座に振り込みます。

■認定対象者と添付書類（必要な添付書類もここに添付してください。）

※書類の添付がない場合や添付した書類に不備がある場合は、下記申請理由「４」による審査とします。

※世帯の総所得等の確認がとれない場合は否認定となります。

1

2

3

4

5

の　　　　　り　　　　　し　　　　　ろ

申請理由 添付書類

生活保護を受けている。
・三郷市で生活保護を受給している場合は添付不要です。
・三郷市外で生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書（コピー可）を添付してく
ださい。

前年度に生活保護の停止又
は廃止を受けた。

・三郷市で生活保護の停止・廃止となった場合は添付不要です。
・三郷市外で生活保護の停止・廃止となった場合は、生活保護廃止証明書（コピー可）を添付
してください。

児童扶養手当を満額受給し
ている。

・三郷市で児童扶養手当を受給している場合は添付不要です。一部支給の場合は対象外で
す。※児童扶養手当はひとり親家庭に支給される手当です。児童手当のことではありません。

世帯全員の総所得が認定基
準以下である。

※「就学援助費についてのお
知らせ」の認定基準を参照

・同じ住所に住民登録がある全員の前年１月１日から前年１２月３１日までの年間総所得額の合
計で判定いたします。
(例）R8年度のご申請(R8.4月～R９.２月末）
　　→R７.１.１～R７.１２.３１までの年間総所得(世帯全員）で判定
・１月１日現在、三郷市に住民登録がない場合は、
◆当初申請、途中申請（５月まで）
給与所得のみ：源泉徴収票の写し
給与所得以外：市民税・県民税申告書又は確定申告書の写し
◆途中申請（６月以降）
今年度の課税証明書又は非課税証明書
を添付してください。
※今年度の課税証明書及び非課税証明書は５月末～６月頃に、１月１日現在の住民登録地
で発行可能となります。
・１月１日現在、三郷市に住民登録がある場合は、添付不要です。ただし、住民税未申告者は
審査ができません。収入がない方も申告をしてください。
申告先は、時期や収入状況により変わるため、担当部署にお問い合わせください。⇒三郷市
市民税課　市民税係：０４８－９３０－７７０６（直通）
・１月１日現在、海外にいた場合は、学務課窓口にて収入の報告が必要です。前年の収入を
ご確認のうえ、学務課窓口までお越しください。
・住民登録上別世帯で、完全に生計が異なることを証明できる場合は、判定から除外できる可
能性があります。その場合は、同じ月で、それぞれの世帯の公共料金領収書の写しを添付し
てください。

その他

※特別な事情(失業・休職・火
災等)があり、収入に影響が出
ている場合

※住宅・車のローン等、債務
の返済は対象外です。

※１～４に当てはまらない場合は、下記に理由を詳しく記載し、書類を必ず添付してください。
書類がない場合、審査ができません。
※１～４の状況も含めて審査するため、書類提出があっても認定できないことがあります。
・離職中→雇用保険受給資格証明書等の離職を証明できる書類の写し
・休職中→休職中であることが分かる書類の写し
・前年度又は該当年度に火災などの災害を被った場合→り災証明書の写し
・転職等で現在の所得が大幅に減少した場合→申請日以前の直近３ヶ月分の給与明細書
（月給の差額分を確認するため、収入が下がる前の給与明細書等の添付もお願いいたしま
す。）

　　理由


